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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号。以下「法」

という。）第３条第４項の規定により市が施行する土地区画整理事業におけ

る保留地処分に関し、法及び条例に定めるもののほか必要な事項を定めるも

のとする。 

第２章 処分の方法 

第１節 競争入札 

（一般競争入札の参加資格） 

第２条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。 

(1) 心身の故障により入札を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通

を適切に行うことができない者 



(2) 入札に参加しようとする者を妨げた者 

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

(4) その他市長が入札に参加させることが不適当と認める者 

（一般競争入札の公告） 

第３条 市長は、一般競争入札により保留地を処分しようとするときは、その

入札期日から起算して１０日前までに、次の各号に掲げる事項を公告しなけ

ればならない。 

(1) 保留地の位置、地積及びその予定価格 

(2) 入札参加に必要な資格 

(3) 入札参加受付の期間及び場所 

(4) 入札及び開札の日時及び場所 

(5) 入札保証金に関する事項 

(6) その他入札について必要な事項 

（一般競争入札参加の申込み） 

第４条 一般競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加申込者」という。）

は、入札参加申込書（第１号様式）その他必要な書類を市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項の申込みがあった場合に、入札参加資格書（第２号様式）を交付する。

ただし、事情により交付しないことができる。 

（入札保証金） 

第５条 市長は、入札を行おうとするときは、入札参加申込者をして戸田都市

計画事業新曽第一土地区画整理事業施行規程（平成７年条例第３号。）第８

条又は戸田都市計画事業新曽第二土地区画整理事業施行規程（平成１５年条

例第２６号。）第８条に規定する予定価格の１００分の５以上に相当する額

を入札保証金として、指定する期日までに納付させるものとする。ただし、

市長は、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれが

ないと認めるときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することがで

きる。 

２ 入札保証金には、利子を付さない。 

（入札） 

第６条 入札は、第４条第２項に規定する入札参加資格書の交付を受け、かつ、

前条第１項の入札保証金を納付した者（以下「入札者」という。）について



行う。 

（入札の方法） 

第７条 入札は、入札者又はその代理人が、入札書（第３号様式）を入札箱に

投かんして行う。 

２ 市長が締切りを宣した後は、入札書を投かんすることができない。 

３ 入札箱に投かんした入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができ

ない。 

（入札会場の秩序の維持） 

第８条 入札会場内では、全て職員の指示に従わなければならない。 

２ 市長は、入札会場内の者が入札執行の秩序を乱す行為があると認めたとき

は、その者の入札を排除し、入札会場外に退去させることができる。 

（入札の中止等） 

第９条 市長は、災害その他特別の事情により入札を執行することが困難であ

ると認めたときは、当該入札を中止し、又は延期し、若しくは取り消すこと

ができる。この場合において、入札参加申込者が損失を受けても、市はその

責めを負わない。 

（開札） 

第１０条 入札の開札は、入札の終了後、直ちに市長が入札者又はその代理人

を立ち会わせて行う。 

（入札の無効） 

第１１条 市長は、入札を行った場合において入札者の入札が次の各号のいず

れかに該当するときは、当該入札を無効としなければならない。 

(1) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のない

もの 

(2) 入札金額を訂正したもの 

(3) 所定の入札書を用いていないもの 

(4) 入札者又はその代理人が、同一の物件について２通以上の入札書を入札

箱に投かんしたもの 

(5) その他不正の行為をしたもの 

２ 市長は、前項の入札を無効とする場合は、開札に立ち会った入札者又はそ

の代理人の面前で、当該入札が無効である旨を知らせなければならない。 

（落札者の決定） 



第１２条 入札者のうち、予定価格を下回らずに最高価格で入札した者を落札

者とする。 

２ 市長は、落札者となるべき価格の入札者が２人以上あるときは、直ちに当

該入札者又はその代理人にくじを引かせて落札者を決定する。 

３ 市長は、落札者の氏名（法人にあっては、その名称）及び落札金額を開札

に立ち会った入札者又はその代理人に知らせなければならない。 

（落札者の決定の取消し） 

第１３条 市長は、落札者が保留地の売買契約（以下「契約」という。）を締

結する意思のないことを申し出たときは、落札者の決定を取り消すものとす

る。 

（入札保証金の返還又は帰属） 

第１４条 入札保証金は、落札者に対しては第２６条第１項に規定する契約保

証金の納付後、その他の者に対しては落札者の決定後速やかに返還するもの

とする。ただし、前条の落札者の決定が取り消されたときは、当該落札者の

入札保証金は市に帰属する。 

（準用規定） 

第１５条 第２条から第１４条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。 

第２節 抽選 

（抽選の参加資格） 

第１６条 次の各号のいずれかに該当する者は、抽選に参加することができな

い。 

(1) 心身の故障により抽選に参加するに当たって必要な認知、判断及び意思

疎通を適切に行うことができない者 

(2) 抽選に参加しようとする者を妨げた者 

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

(4) その他市長が抽選に参加させることが不適当と認める者 

（抽選の公告） 

第１７条 市長は、抽選により保留地を処分しようとするときは、その抽選期

日から起算して１０日前までに、次の各号に掲げる事項を公告しなければな

らない。 

(1) 保留地の位置、地積及び処分価格 

(2) 抽選参加に必要な資格 



(3) 抽選参加受付の期間及び場所 

(4) 抽選の日時及び場所 

(5) その他抽選について必要な事項 

（抽選参加の申込み） 

第１８条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書（第４号様式）その

他必要な書類を市長に提出しなければならない。 

（抽選の方法） 

第１９条 抽選は、第１７条第４号の規定により公告した抽選の日時及び場所

で公開を行う。 

（準用規定） 

第２０条 第８条及び第９条の規定は、抽選の場合に準用する。 

（当選者） 

第２１条 市長は、第１９条の規定により行った抽選をもって当選者を決定す

る。 

（補欠者） 

第２２条 市長は、前条の当選者のほか、３人以内の補欠者を抽選し、その順

位を決定するものとする。この場合において、市長は、補欠者に保留地売却

補欠順位決定通知書（第５号様式）により通知しなければならない。 

２ 前項の当選者が契約を締結しないときは、前項の補欠者のうち順位が上位

の者を当選者として決定する。 

第３節 随意契約 

（随意契約による処分） 

第２３条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保留地を随意契約

により処分することができる。 

(1) 国又は公共団体に譲渡するとき。 

(2) 入札者がいないとき。 

(3) 落札者が契約を締結しないとき。 

(4) その他特に市長が必要と認めたとき。 

２ 市長は、保留地を随意契約により処分する場合は、あらかじめ買受け希望

者から保留地買受申出書（第６号様式）を提出させるものとする。 

第３章 契約の締結 

（当選者等の決定通知） 



第２４条 市長は、保留地の処分について、当選者、落札者又は随意契約の相

手方を決定したときは、保留地売却決定通知書（第７号様式）により通知す

るものとする。 

（契約の締結） 

第２５条 前条の通知を受けた者（以下「契約の相手方」という。）は、当該

通知を受けた日の翌日から起算して１４日以内に保留地売買契約書により契

約の締結をしなければならない。 

２ 市長は、契約の相手方が前項の期間内に契約の締結をしないときは、契約

の相手方とした旨の決定を取り消すことができる。 

３ 市長は、前項の契約の相手方とした旨の決定を取り消したときは、当該契

約の相手方に保留地売却決定取消通知書（第８号様式）により通知するもの

とする。 

（契約保証金の納付） 

第２６条 契約の相手方は、契約代金の１００分の１０以上に相当する額の契

約保証金を契約締結の日までに納付書により納付しなければならない。この

場合において、入札保証金の一部又は全部を契約保証金に充当することがで

きる。 

２ 前項の規定にかかわらず、国又は公共団体と締結する契約については、契

約保証金の納付は要しない。 

３ 契約保証金には、利子を付さない。 

４ 契約保証金は、契約代金完納後還付する。ただし、契約保証金を契約代金

に充当することにより契約代金が完納されることとなる場合においては、契

約保証金を契約代金に充当することができる。 

（契約代金の納付の特例） 

第２７条 市長は、随意契約により保留地を処分する場合において、第２５条

第１項の契約を締結した者（以下「買受者」という。）が契約代金を一時に

納付することが困難であると認めるときは、利子を付して３年以内の期間に

おいて契約代金を分割納付させることができる。 

２ 前項の分割納付をする場合において、契約代金に付すべき利子の利率は、

法定利率とし、第１回の分割納付すべき期日の翌日から付するものとする。 

３ 分割納付の方法により契約代金を納付する場合においては、残高を繰り上

げて納付することができる。この場合において、当該契約代金の利子は、納



付期日までの日割計算とする。 

（延滞金） 

第２８条 市長は、買受者が契約代金又は分納代金を指定期日までに納付しな

いときは、当該契約代金又は分納代金にその指定期日の翌日から納付の日ま

での日数に応じ年１０．５パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を

徴収することができる。 

２ 前項の場合において、納付すべき金額の一部を納付したときは、その納付

の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった金

額を控除した額とする。 

３ 第１項の延滞金の額が８０円未満である場合は、これを徴収しない。 

第４章 契約の履行 

（契約代金の納付） 

第２９条 買受者は、契約締結の日の翌日から起算して６０日以内に、その契

約代金の全額を納付しなければならない。 

（保留地の引渡し） 

第３０条 市長は、買受者が契約代金を完納したときは、遅滞なく、当該買受

者に保留地を引き渡すものとする。ただし、分割納付を認めた場合は、第１

回分の納付があった後に保留地を引き渡すものとする。 

２ 前項の保留地を引き渡す場合は、保留地引渡書（第９号様式）を買受者に

交付するものとする。 

（所有権移転の時期） 

第３１条 保留地の処分による所有権移転の時期は、法第１０３条第４項に規

定する換地処分の公告の日（以下「換地処分の公告の日」という。）以前に

おいて契約を締結し、かつ、契約代金が完納されたものについては、換地処

分の公告の日の翌日（契約代金が完納されていないものについては、契約代

金が完納された日の翌日）とする。 

（所有権移転の登記） 

第３２条 保留地の所有権移転の登記は、前条の規定により所有権が移転し、

かつ、法第１０７条第２項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に

市長が行う。 

２ 前項の登記に必要な費用は、買受者の負担とする。 

第５章 契約の解除 



（契約の解除） 

第３３条 市長は、買受者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解

除することができる。 

(1) この規則及び契約条項に違反したとき。 

(2) 契約を履行しないとき。 

２ 前項の契約を解除した場合において、契約代金を完納しなかった買受者に

あっては当該買受者が納付した契約保証金は市に帰属し、契約代金を完納し

た買受者にあっては当該契約代金の１００分の１０以上に相当する金額を違

約金として徴収するものとする。 

３ 第１項の規定により契約を解除したときは、保留地売買契約解除通知書（第

１０号様式）を買受者に通知するものとする。 

４ 前項の契約を解除された買受者で保留地の引渡しを受けたものは、市長が

指示する期間内に自己の費用で当該保留地を原状に回復して市長に引き渡さ

なければならない。 

５ 前項の引渡しを受けたときは、既納の契約代金を還付するものとする。 

６ 前項の還付金には、利子を付さない。 

第６章 雑則 

（権利移転の禁止） 

第３４条 買受者は、契約締結後第３２条に規定する所有権移転登記が完了す

るまでの間は、保留地を譲渡することができない。ただし、市長の承認を得

た場合は、この限りでない。 

２ 前項の承認を得るときは、保留地売買契約名義変更承認願（第１１号様式）

を市長に提出して行うものとする。 

（住所等変更の届出） 

第３５条 買受者（買受者が死亡したときは、その相続人）は、契約締結後か

ら第３２条に規定する所有権移転の登記が完了するまでの間において、次の

各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、住所等変更届（第

１２号様式）を提出しなければならない。 

(1) 氏名（法人にあっては、名称）又は住所（法人にあっては、主たる事務

所の所在地）を変更したとき。 

(2) 死亡（法人にあっては、解散又は合併）したとき。 

（委任） 



第３６条 この規則に定めるもののほか、保留地の処分に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１１年１２月１日から施行する。 

附 則（平成１２年規則第２１号） 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年規則第３８号） 

この規則は、平成１５年１２月１８日から施行する。 

附 則（平成２２年規則第４１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年規則第３０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、題名、第１条、第

２条、第５条、第７条、第８条、第１５条、第１６条及び第３１条の改正規

定並びに附則第２項の規定は、公布の日から施行する。 

（戸田都市計画事業新曽第二土地区画整理事業の保留地処分に関する規則の

廃止） 

２ 戸田都市計画事業新曽第二土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

（平成１９年規則第２２号）は、廃止する。 

附 則（令和３年規則第２４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に印刷されている改正前の様式については、当分

の間、取り繕って使用することができるものとする。 

附 則（令和７年規則第４３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に印刷されている改正前の戸田市土地区画整理事

業の保留地処分に関する規則第１号様式、第３号様式、第４号様式、第６号

様式、第１１号様式及び第１２号様式については、当分の間、取り繕って使



用することができるものとする。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



第１号様式（第４条関係） 

第２号様式（第４条関係） 

第３号様式（第７条関係） 

第４号様式（第１８条関係） 

第５号様式（第２２条関係） 

第６号様式（第２３条関係） 

第７号様式（第２４条関係） 

第８号様式（第２５条関係） 

第９号様式（第３０条関係） 

第１０号様式（第３３条関係） 

第１１号様式（第３４条関係） 

第１２号様式（第３５条関係） 

 


